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上
下
水
道
の
届
出

　

次
の
よ
う
な
場
合
は
届
出
が
必
要
で
す
。

印
鑑
を
持
参
の
上
、
水
道
課
の
窓
口
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
使
用
を
開
始
す
る
と
き

▽
市
外
か
ら
引
っ
越
し
て
こ
ら
れ
る
と
き

▽
市
内
で
転
居
さ
れ
る
と
き

▽
一
時
休
止
し
て
い
た
水
道
の
使
用
を
再
開

す
る
と
き

■
使
用
を
止
め
る
と
き

▽
市
外
へ
引
っ
越
し
さ
れ
る
と
き

▽
市
内
で
転
居
さ
れ
る
と
き

▽
長
期
間
水
道
を
使
わ
な
い
と
き

▽
建
て
替
え
な
ど
で
家
を
取
り
壊
す
と
き

■
使
用
者
な
ど
が
変
わ
る
と
き

▽
使
用
者
ま
た
は
所
有
者
の
氏
名
や
名
称
が

変
わ
る
と
き

※
ア
パ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
届
出
の
必
要
が

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ア
パ
ー
ト
管

理
会
社
ま
た
は
水
道
課
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

【
井
戸
水
な
ど
を
使
用
の
方
は
】

　

井
戸
水
な
ど
を
使
用
し
て
い
る
場
合
の
下

水
道
料
金
は
、
使
用
人
数
に
よ
り
使
用
水
量

を
認
定
し
て
計
算
し
ま
す
。

　

使
用
人
数
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
や
井
戸

水
な
ど
を
使
用
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
下

水
道
課
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

水
道
水
の
み
を
使
用
し
て
い
る
場
合
や
井

戸
水
用
の
メ
ー
タ
ー
を
設
置
し
て
い
る
場
合

は
、
届
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
照
会
先　

水
道
課
（
☎
23
―
７
７
０
７
）、

下
水
道
課
（
☎
23
―
７
７
０
８
）

日
本
再
生
人
材
育
成
支
援

奨
励
金

　

健
康
、
環
境
、
農
林
漁
業
な
ど
の
分
野
に

お
い
て
、
雇
用
す
る
労
働
者
（
非
正
規
雇
用

を
含
む
）
に
一
定
の
職
業
訓
練
を
行
う
事
業

主
に
対
し
、
経
費
な
ど
を
支
給
す
る
奨
励
金

が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

■
照
会
先　

岐
阜
労
働
局
（
☎
０
５
８
―
２

６
３
―
５
６
５
０
）
ま
た
は
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
関
（
☎
22
―
３
２
２
３
）

わ
か
く
さ
・
プ
ラ
ザ

リ
ハ
ビ
リ
室
の
自
由
利
用
日

　

わ
か
く
さ
・
プ
ラ
ザ
「
総
合
福
祉
会
館
２

階
・
リ
ハ
ビ
リ
室
」
で
は
、
自
由
に
利
用
で

き
る
日
を
設
け
て
い
ま
す
。
筋
力
が
低
下
し

て
い
る
方
や
関
節
が
硬
く
な
っ
て
い
る
方
、

体
を
動
か
す
場
所
を
希
望
す
る
方
な
ど
、
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
自
由
利
用
日

▽
毎
週
水
曜
日
＝
午
前
９
時
30
分
～
11
時
45
分

▽
毎
週
金
曜
日
＝
午
後
１
時
15
分
～
３
時
30

分
（
専
門
ス
タ
ッ
フ
の
ア
ド
バ
イ
ス
が

受
け
ら
れ
ま
す
）

※
利
用
に
は
登
録
が
必
要
で
す
。
保
健
セ
ン

タ
ー
ま
た
は
リ
ハ
ビ
リ
室
に
て
登
録
し

て
く
だ
さ
い
。

■
利
用
料　

無
料

■
照
会
先　

関
市
保
健
セ
ン
タ
ー
（
☎
24
―

０
１
１
１　

23
―
６
７
５
７
）

関
市
防
災
訓
練
補
助
金

　

市
で
は
、
住
民
の
自
助
・
共
助
の
推
進
を

図
る
た
め
、
自
主
的
に
実
施
す
る
防
災
訓
練

に
対
し
て
、
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

■
対
象　

自
主
防
災
会

■
要
件　

自
主
防
災
会
が
主
催
す
る
防
災
訓

練
で
、
５
０
０
０
円
以
上
の
経
費
を
支

出
す
る
訓
練
（
避
難
・
消
火
・
救
命
救
助
・

炊
出
し
訓
練
な
ど
）

■
補
助
金
額　

５
０
０
０
円（
年
４
回
ま
で
）

※
２
つ
以
上
の
自
主
防
災
会
が
合
同
で
実
施

す
る
場
合
は
、
訓
練
に
要
し
た
費
用
の

１
０
０
０
円
未
満
を
切
り
捨
て
た
額
ま

た
は
合
同
で
訓
練
を
行
っ
た
自
主
防
災

会
の
数
に
５
０
０
０
円
を
乗
じ
て
得
た

額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
（
年
１
回
ま
で
）

■
申
請
方
法　

訓
練
を
実
施
す
る
日
の
前
日

（
開
庁
日
）
ま
で
に
危
機
管
理
課
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

■
照
会
先　

危
機
管
理
課
（
☎
23
―
７
７
３

６　

23
―
７
７
４
８
）
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